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研究要旨 

【目的】社会の高齢化が進展するにつれ、在宅における孤独死等や大規模災害の発生時

の検案等、死因を究明することが困難な事例も増加していくものと考えられる。こうし

た背景のもと政府は「死因究明等推進計画」を策定し（平成 26 年 6 月）、今後は死因究

明の充実に向けた取り組みを進めることとされている。平成 26 年度より、本研究班にお

いて「死因究明等推進計画」の諸課題について研究に取り組んでおり、平成 30年度まで

に一定の成果を収めた。その中では、将来の死亡診断書（死体検案書）の電子的交付に

よって市区町村における戸籍事務の効率化や死因究明の精緻化といった包括的な施策の

実現の可能性を提示した。そこで令和元年度の研究においては、平成 26～30 年度の研究

成果を踏まえつつ、死亡診断書（死体検案書）を電子的に提出することを想定したうえ

で、電子的提出によって収集された「死因情報の活用」に視点を置き、死亡診断書（死

体検案書）の様式の検討を深め、今後の死因究明体制の充実に向けた行政施策に資する

成果を得ることを目的とした。 

【方法】令和元年度の研究では、様式を含めた死亡診断書（死体検案書）の在り方につ

いて平成 30 年度に引き続き検討を重ね、死亡診断書（死体検案書）によって収集された

「死因情報の活用」により重点を置き、書式案を精査した。これを受けて、死亡診断書

（死体検案書）作成支援ソフトの追加機能についても、死亡診断書（死体検案書）の記

載情報を統計情報として活用するうえでデータ上のやり取りを可能とする機能を加えた。

死亡時画像診断に特化した e-learning を含めた自己学習用の教材については、平成 26

～30 年度に引き続き、症例の追加等により開発を継続した。また、平成 30 年度に策定

した検案書発行料についての一定の基準についての見直しをした。 

【結果】死亡診断書（死体検案書）の様式については、統計上の便宜性から死亡診断書

と死体検案書を「死亡証書（仮称）」として一本化する意義について問題提起を行った。

また、これまでの研究において検討した書式の内容を整理し、新たにチャイルド・デス・

レビュー（CDR）についての所見欄の追加を提案した。死亡診断書（死体検案書）作成支

援ソフトにおいても、CDR 所見欄の追加に伴いメニューの変更をし、死亡診断書（死体

検案書）の記載情報を統計情報として活用するうえでデータ上のやり取りを可能とする

CDA データ形式の作成機能を追加した。e-learning を含めた自己学習用の教材について

は、平成 30年度までと同様、厚生労働省が日本医師会を委託先として実施している小児

死亡例に対する死亡時画像診断のモデル事業で収集した症例５例を、e-learning システ

ムに追加し専用サイトの充実を図った。検案に際して行われる検査の費用や検案書発行
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料の費用負担のあり方については、最終的に具体的な料金提示をするまでには至らなか

ったものの、平成 30年度研究において提示した、一定の基準を示すたたき台を見直すこ

とによって、今後の具体的な料金設定について国の検討会において提言するための足掛

かりとした。このような結果を踏まえ、令和 2 年度においては、厚生労働省において実

施されている他の事業において得られた検証結果等も参照しつつ「死因情報の活用」と

いう視点により重きを置いた研究に取り組み、今後、死因究明等推進本部での会議への

提言について検討を行いたい。 

【考察および結論】現在は死亡診断書と死体検案書の区別が統計上活用されていないこ

とから、この２つの書類を将来的に「死亡証明書（仮称）」として一本化してはどうかと

いう提案も今後議論が必要であると考えられた。死亡診断書（死体検案書）を実際に医

師から行政に対して電子的に提出してみるといった全体像の考察からは、運用面での課

題が見受けられるものの、今後、実運用に向けた実証実験を行うことによって解決する

必要があると考えらえた。また、検案を担う医師が死亡時画像診断に習熟しやすい環境

を整えるためにも、e-learningシステムについては、さらに読影の学習効果が高まる内

容へと進化させる仕組みを模索する必要があると思われた。検案書発行料の検討におい

ては、今回提示した一定基準を示すたたき台をもとに、具体的な算定根拠と料金を検討

し、国に対して提言することを今後の目標としたい。 
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Ａ. 研究目的 

 

現在、わが国の年間死亡者数は約 130

万人であるが、2039 年には 167 万人に達

し、かつて経験したことのない「多死社

会」を迎えることとなる。国や地域では、

在宅における看取りの体制整備の推進

が急がれる一方で、医療等を受けること

なく突然に孤立死する事例など、死体検

案を要する事例も増加するものと考え

られる。死体検案に際して必要な検査・

解剖を明らかにすること等、円滑な死体

検案ができるよう研究を推進する必要

がある。その際は、死体検案により明ら

かとなった死因情報を、どのように公衆

衛生の向上に結びつけるかを十分に考

慮しなければならない。 

また、死体検案は「死体」を対象とし

て行われる行為であるため、療養上の給

付にあたらず健康保険制度の外に位置

づけられている。このため、死体検案書

の交付に要する料金は、いわゆる自由診

療と同様に交付する医師や機関により

異なっている。 

こうした中、平成 24 年には「死因究

明等の推進に関する法律」が時限立法に

て成立し、平成 26 年 6 月には「死因究

明等推進計画」が閣議決定された。その

後、令和元年 6月には死因究明等推進基

本法が恒久法として成立している。同法

は、死因究明等（死因究明及び身元確認）

に関する施策を総合的かつ計画的に推

進することによって、安全で安心して暮

らせる社会及び生命が尊重され個人の

尊厳が保持される社会の実現の寄与を

目的としており、今後、令和 2 年 4月 1

日に施行され、新たな「死因究明等推進

計画」の検討がなされることとなってい

る。 

本研究は平成 26 年度より死因究明等

の推進に関する研究を進めてきたもの

であることから、平成 26 年度に閣議決

定された「死因究明等推進計画」におい

て示された課題を主眼に置き議論を進

めていくこととしている。 

平成 26 年 6 月に閣議決定された「死

因究明等推進計画」においては、厚生労

働省において①～④に取り組むことと

された。 

 

① 検案に際して必要な検査・解剖を

明らかにするための研究を推進す

ること 

② 検案に際して行われる検査の費

用や検案書発行料の費用負担の在

り方を検討すること 

③ すべての医師が基本的な検案の

能力を維持・向上するため、医療現

場の医師も活用できるようホーム

ページ等を通じて提供するための

教材を開発すること 

④ 様式を含めた死亡診断書(死体検

案書)の制度の在り方全体について

検討すること 

 

これらを受け平成26年度から本研究

班会議において①～④の課題について

研究を実施してきた。 

まず、平成 26 年度の特別研究におい

ては、死因究明に係る課題の解決に向け

て、全国の警察における検視、死体調査

に立ち会う医師（いわゆる警察医）を対
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象に、検案の実施体制に関する実態把握

等を目的としたアンケート調査を実施

した。その中で、死体検案書の発行料金

の決定方法について質問したところ、

「近隣の他施設の状況を参考としてい

る」とする回答が多かったが、「自治体の

条例等で規定されている」とする回答も

一部認められた。これは、行旅病人・行

旅死亡人、身元引受人の無い遺体等の検

案料は地方自治体が負担する事になる

ため、予算編成との関係上、一定の基準

を設定する事はやむを得ない事と考え

られた。よって、死体検案に係る費用を

決定する上での基準等について、更なる

調査が必要であると考えられた。 

また、新たな死亡診断書（死体検案書）

の様式については、研究班としての素案

を策定したものの、検案体制の在り方も

踏まえた検討を行うことはできず、次年

度以降の課題となった。 

これを受けて平成 27 年度は、死亡診

断書（死体検案書）作成支援ソフトの機

能の充実と、死亡時画像診断に関する自

己学習システムの内容を充実させるこ

とに課題を集中し研究を進め、初期の目

標を達成することができた。しかし、制

度全体を含めた、死亡診断書（死体検案

書）の在り方についての提言については、

平成 28 年度以降の課題となった。 

平成28年度は、死亡診断書（死体検案

書）の様式については、将来的には電子

化による書類作成を見据え、現行の様式

における追加項目について具体的な検

討を行った。また、検案に必要な検査・

解剖の範囲、料金の負担割合について、

これまでの研究結果を踏まえつつ、死亡

診断書（死体検案書）の発行料金基準体

系について全国市区町村を対象に調査

を行った。さらに、監察医制度の在り方

も含む公衆衛生の観点からの死因究明

について検討を行った。 

平成 29 年度の研究では、死因究明等

推進計画④「様式を含めた死亡診断書

（死体検案書）の制度の在り方全体につ

いての検討（死亡診断書（死体検案書）

作成支援ソフトの機能の充実を含む）」

を進めるとともに、上記計画において

「解剖実施体制の充実が指摘されてい

る中で、今後の死因究明に係る実施体制

の充実状況も踏まえつつ、監察医の在り

方について検討すること」と明記されて

いることを踏まえ、公衆衛生の観点から

の死因究明、主に監察医制度の在り方に

ついて具体的な検討を行った。監察医制

度の在り方については、制度を通じて得

られた有用な知見・情報を社会に対して

数多く発信していくことができれば、国

民一般の監察医制度、ひいては死因究明

施策全般の重要度に対する認識も飛躍

的に高まることから、情報の整理と発信

の在り方の重要性が認められた。また、

死亡診断書（死体検案書）の様式につい

ては、電子化による書類提出を介しての

書類作成と、書類上の情報と、市区町村

における戸籍情報とをどう関連付ける

か等の手続を視野に入れたうえで、法的、

技術的な側面において更なる検討が必

要と考えられた。 

平成 30 年度の研究では、平成 29 年度

の研究結果を受けて、引き続き、死因究

明等推進計画④「様式を含めた死亡診断

書（死体検案書）の制度の在り方全体に
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ついての検討（死亡診断書（死体検案書）

作成支援ソフトの機能の充実を含む）」

において、死亡診断書（死体検案書）の

電子化による書類提出上の諸課題を整

理し現況を把握することにより、死因情

報の有効活用に向けた、今後の死因究明

体制の充実に向けた行政施策に資する

成果を得ることを目的として具体的な

検討を行った。 

諸課題の整理にあたっては関係府省

の担当者及び妊産婦死亡に関する産婦

人科領域の専門家を招聘し現状につい

ての聴き取りや討議を行い、その結果、

死亡診断書（死体検案書）上の死亡者情

報と各市区町村における戸籍情報とを

結び付けることによって、国民の諸手続

の簡略化、市区町村における事務作業量

の軽減等、多くのメリットがもたらされ

る可能性があることがわかった。 

政府によって社会全体の諸手続上の

デジタル化が進められるに伴い、近い将

来、死亡診断書（死体検案書）について

も電子的な作成・提出を取り入れること

により、それらの書類に含まれる情報と、

市区町村における戸籍情報とを結びつ

けて、戸籍事務の効率化や死因究明の精

緻化といった包括的な施策の実現が可

能であることが考えられた。また、今後、

特に法改正も含めて法令上の課題の検

討が必要と考えられた。 

死亡診断書（死体検案書）作成支援ソ

フト（「DiedAi」）においては、研究班会

議にて専門家から提案された、妊産婦の

死亡原因について正しい統計収集を行

うための、妊娠に関するチェック項目機

能の追加、そして「平成」から「令和」

への改元に対応したプログラム改修を

行った。 

そして、上記計画②「検案に際して行

われる検査の費用や検案書発行料の費

用負担の在り方を検討すること」につい

ては、平成 26年度および平成 28 年度に

実施した検案書発行料についてのアン

ケート調査結果から、全国において検案

料金基準がないことがわかったため、そ

うした曖昧な事態を改善するべく、検案

書発行料について一定の基準を設ける

とした場合のたたき台を策定すること

とした。最終的に具体的な料金提示をす

るまでには至らなかったものの、一定の

基準を示すたたき台を提示することに

よって今後の具体的な料金設定につい

て検討するための足掛かりとし、このた

たき台をもとに、具体的な算定根拠と料

金を検討し、提言することを目標とした。 

 

＊   ＊   ＊ 

  
そこで、令和元年度の研究においては、

まず、上記計画④「様式を含めた死亡診

断書（死体検案書）の制度の在り方全体

についての検討（死亡診断書（死体検案

書）作成支援ソフトの機能の充実を含

む）」について、死亡診断書（死体検案書）

によって収集された「死因情報の活用」

という点に視点を置き、さらに様式の検

討を深めることとした。 

上記計画の③「すべての医師が基本的

な検案の能力を維持・向上するため、医

療現場の医師も活用できるようホーム

ページ等を通じて提供するための教材

を開発すること」については、前年度に
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引き続き、基本的な検案の能力を維持・

向上するための教材（e-learning 等）と

しての学習サイトの内容をより充実さ

せることとした。 

そして、上記計画②「検案に際して行

われる検査の費用や検案書発行料の費

用負担の在り方を検討すること」におい

ては、平成 30 年度研究において提示し

た検案費用と検案書発行料の積算根拠

をもとに、より具体的な価格の提示に取

り組んだ。 

 
 
 
Ｂ. 研究方法 

 

１．様式を含めた死亡診断書（死体検案

書）の制度の在り方全体についての検討 

および死亡診断書（死体検案書）作成支

援ソフトの開発 

 

1-1. 様式を含めた死亡診断書（死体検

案書）の制度の在り方全体についての検

討 

 

 平成26年度研究においては、今後検討

するための死亡診断書（死体検案書）の

素案を作成し、平成28年度研究において

はこの素案をベースに、研究班会議で検

討を加え、複数の修正案を取りまとめた。

平成29年度は、主に死亡診断書（死体検

案書）を医師から電子的に交付すること

となった場合の利点、問題点、法的・技

術的課題についての論点整理を試みた。

平成30年度においても、電子的提出にお

ける諸課題の整理にあたって関係府省

の取り組みをもとに討議を行い、現時点

での問題点を明らかにした。また、死亡

診断書（死体検案書）の様式を検討する

にあたっては、現行においての妊婦の死

亡原因情報が統計上正しく反映されて

いないとの問題提起を受け、専門家を招

聘し現状の聴き取りを行い、「産科的原

因欄」を設けた死亡診断書（死体検案書）

の様式を提案した。 

令和元年度研究においては、近い将来、

死亡診断書（死体検案書）の電子的申請

を行うことを視野に入れ、実際に医師か

ら行政に対し死亡診断書（死体検案書）

を電子的に提出する際の枠組みについ

ても提示することとした。 

死亡診断書（死体検案書）の様式につ

いては、死亡診断書（死体検案書）によ

って収集された「死因情報の活用」によ

り重点を置き、具体的には、厚生労働省

の異状死死因究明支援事業検証事業等

を通じて得られた事例分析等の結果を

踏まえ、書式案のさらなる完成度を高め

ると同時に、これまでの研究において重

ねた議論の結果である幾種類かの様式

の提案について改めて見直し、新たに重

要と考えられる記載項目が指摘された

場合には、過去に提示した書式案を適宜

見直すこととした。 

また、平成 30 年度の研究における議

論の一部に、死亡診断書（死体検案書）

を「死亡証明書」（仮称）として一本化し

てはどうかという意見が出たことから、

実際に、死亡診断書と死体検案書を一本

化する際の書式の記載項目として検討

すべき内容を整理した。 
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1-2. 死亡診断書（死体検案書）作成支援

ソフトの開発 

 

平成26年度研究より開発を始めた、死

亡診断書（死体検案書）作成支援ソフト

（「DiedAi」）について、平成30年度研

究においては、研究班会議で問題提起さ

れた、妊婦の死亡原因について正確な統

計情報収集を行うための、妊娠に関する

チェック項目機能、そして、新元号への

改元対応機能を主な項目として改良に

あたった。 

今年度は、将来の、死亡診断書（死体

検案書）電子提出に備え、主に、死亡診

断書（死体検案書）の記載情報を統計情

報として活用するうえで、データ上のや

り取りを可能とする機能を追加した。 

 

２. 基本的な検案の能力を維持・ 向上

するための教材の開発～死亡時画像診

断（Ai）におけるe-learningシステムの

開発 

 

平成26年度研究時より、日常的には警

察の検視・死体調査に立会う機会が少な

い医師等が、必要な場合に正確な検案を

できるよう、死亡時画像診断の基本的な

知識の維持・向上に資するe-learning教

材の開発に着手し、一般財団法人Ai情報

センターに蓄積された症例について、放

射線医学、救急医学、小児科学、病理学

等の専門家による症例解説を付して、こ

れを死亡時ＣＴ画像、生前の臨床情報と

組み合わせてe-learning教材として編

集した。編集済みの症例は、Ai情報セン

ターのネットワーク・サーバーを経由し

てインターネット上に公開し、検案を担

う医師の自己学習に供してきた。 

死亡時画像診断に特化したe-learnin

gを含めた自己学習用の教材については、

平成26～30年度に引き続き、症例の追加

等により開発を継続した。今年度の本研

究においても、これまでの教材を再検証

するとともに、効果的な学習が期待でき

る教育的症例を追加することが可能か

検討した。 

 

３. 検案に際して行われる検査の費用

や検案書発行料の費用負担の在り方の

検討 

 

死因究明等推進計画には「検案に際し

て行われる検査の費用や検案書発行料

の費用負担の在り方を検討すること」が、

取り組みの主な項目としてあげられて

いるが、本研究では平成26年度および平

成28年度に検案書発行料についてのア

ンケートを実施している。アンケートの

調査結果によれば、各地域によって検案

書発行料に非常にバラつきがあること

が見受けられたが、実際の検案にあたっ

ては、実施する場所や時間帯によって金

額に違いが生じることは当然である。検

案の際の妥当な金額を個別事案に応じ

て一定程度算定できるような仕組みを

設けることの必要性から、平成30年度は、

まず、検案書発行料について一定の基準

を設けるためのたたき台を策定した。 

今年度は、平成30年度に提示した検案

書発行料の積算根拠をもとに、より具体

的な価格の提示に取り組むため、研究班
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会議において議論した。また、上記アン

ケートの自由記載欄からも明らかとな

った検案医の身分保障や保険について

も討議を行った。 

 

 

 

Ｃ. 研究結果 

 

１．様式を含めた死亡診断書（死体検案

書）の制度の在り方全体についての検討

および死亡診断書（死体検案書）作成支

援ソフトの開発 

 

1-1. 様式を含めた死亡診断書（死体検

案書）の制度の在り方全体についての検

討 

 

ⅰ 死亡診断書（死体検案書）の「死亡証

明書」（仮称）への一本化についての議

論 

平成30年度研究においては、電子的提

出における諸課題の整理にあたって関

係府省より聴き取りや討議を行い、現時

点での問題点を明らかにするため、死亡

診断書（死体検案書）に記載された情報

が人口動態調査・死因統計にどのように

利用されているかについて、担当省庁よ

り説明を受けた。その際、死亡診断書と

死体検案書の区別について研究班によ

って問題提起がなされた。 

まず、医師が死亡診断書（死体検案書）

を発行する際には、死亡診断書と死体検

案書を区別しているが、人口動態調査上

においては死亡診断書と死体検案書の

区別はなされていない。公衆衛生上この

２つを区別して集計するのであれば、人

口動態調査票の記載フォームを変更し、

死亡診断書なのか死体検案書なのかを

区別することが一つの手段として考え

られる。 

一方で、諸外国においてはDeath Cer-

tificate（死亡証書）として、特に両者

を区別していない例が多く、このような

事例に倣い、現在の「死亡診断書（死体

検案書）」とあるものを例えば仮に「死

亡証明書」として１つの様式に統一する

ことも具体的な方法として提案できる

のではないかという問題提起である。 

これを受け、今年度の研究班会議にお

いて、様式を含めた死亡診断書（死体検

案書）の制度の在り方全体についての検

討については、死亡診断書と死体検案書

の様式の統一を一つのテーマとして議

論することとした。 

最初に、「死亡証明書」として一体化

した場合に、その様式中の記載項目とし

て、①直接死因に関する生前の診療の有

無、②主治医等からの診療情報の提供の

有無、③死亡診断と死体検案の区別、の

3点についてそれらの要否を検討した。 

まず、①直接死因に関する生前の診療

の有無についてであるが、「死亡証明書」

を発行する医師が、患者の生前も診療を

していたのか、あるいは患者の生前に診

療をしていた医師とは別の医師が「死亡

証明書」を発行しているのかは必要な情

報であることから、項目としては必須で

あるとの結論となった。 

次に、②の主治医等からの診療情報の

提供の有無については、現状においても、

主治医に対して診療情報の提供を求め
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た際、死亡診断書（死体検案書）を発行

した後、提供までに２～３日ほど要する

ことが多いため、不要なのではないかと

の意見があった。 

そして、③の死亡診断、死体検案の区

別についてであるが、これは「死亡証明

書」として一本化した際に、あえて「検

案」について記載する必要があるのかど

うかという議論に繋がった。 

そもそも検案とは、ほとんどの場合、

警察の検視後に行うものであるため、医

師が検案か否かを判断するものである

のか、また、国の人口動態調査において、

死亡診断書と死体検案書は統計上分け

られてはいないことからも、区別する必

要がないのではないかという意見があ

った。さらに、検案という行為自体につ

いては、あえて死亡証明書中には記載し

なくてもよいのではないかという意見

もあった。 

なお、「死亡診断書（死体検案書）」

を「死亡証明書」として一本化すること

によって生じる法改正や関係省庁間で

の調整を考慮すると、現状の「死亡診断

書（死体検案書）」の形式も維持したう

えでの書式の提案も必要なのではない

かという意見があった。よって、従来、

様式を提案してきた「死亡診断書（死体

検案書）」の形式でも引き続き検討を行

うこととした。 

 

ⅱ 死亡診断書（死体検案書）についての

具体的な書式の提案 

本研究においては、これまで死亡診断

書（死体検案書）について幾種類かの様

式の提案を行ってきたが、今回、これま

での書式案について、新たに重要と考え

られる記載項目が指摘された場合には、

過去に提示した書式案を適宜見直すこ

ととした。 

特に平成29年度の研究においては、具

体的な書式を提案する際、成育基本法の

成立により国内での推進に期待が寄せ

られているチャイルド・デス・レビュー

（CDR）に関連して、小児と成人では死亡

に係る重要な情報が異なることを踏ま

え、小児用の死亡診断書（死体検案書）

の様式を策定してはどうかとの意見が

あった。 

令和2年4月に施行する死因究明等推

進基本法においても、施行後三年を目途

として、子どもが死亡した場合における

その死亡の原因に関する情報の収集、管

理、活用等の仕組みについて検討をする

ことを付則で明記していることに加え、

厚生労働省により、2020年度より、18歳

未満の子供について死亡例を収集・検証

する体制整備モデル事業が開始される。 

そこで、今年度の研究班会議において

も死亡診断書（死体検案書）の書式欄に

CDRと連動させるための情報の記載欄を

設けることについての議論が展開され

た。 

まず、死亡診断書（死体検案書）にお

いてすでに追加の提案を行った「産科的

原因欄」と「CDR関連記載欄」を統合して

はどうかという意見があった。統合する

ことによって、生まれた直後の子供のレ

ビューが自動的にCDRにも反映される構

造になり、産科と小児科という、相互関

係のある診療科が必要に応じてデータ

を抽出することも可能となることが期
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待できるためである。 

産科的原因欄とCDR関連記載欄を統合

するにあたり、CDRについての厚生労働

科学研究事業報告書（厚生労働科学研究

費補助金成育疾患克服等次世代育成基

盤研究事業「小児死亡事例に関する登

録・検証システムの確立に向けた実現可

能性の検証に関する研究（平成29年度統

括・分担研究報告書研究代表者溝口史剛

平成30年3月）」）を参照したところ、C

DRの実施において収集すべき必要な情

報が非常に多岐にわたっていることか

ら、今年度の研究においての書式の具体

的提案としては簡易的な欄の追加にと

どめることとした。よって、今年度研究

における書式の具体的な検討の結果は

（巻末資料）に示した通りである。 

 

ⅲ 死亡診断書（死体検案書）と死因情

報の活用 

死亡診断書(死体検案書)に記載された

内容は、人の死亡を法的に証明するのみ

ならず、国民全体の死亡統計の基礎とな

り、ひいてはわが国の保健衛生における

重要な資料としての側面も併せ持つ。す

なわち、国民の死因の全体的な傾向を把

握したり、場合によっては、特に比率の高

い死亡原因に着目して、その予防策を講

じたりするなどの公衆衛生上の施策にお

ける活用も期待される。このような情報

の活用を前提とした場合、死亡診断書(死

体検案書)が電子的に作成、提出され、国

においてそれらの情報が電子的に蓄積さ

れていくことは、有効な利活用を進める

うえでは極めて有意義といえる。現在、厚

生労働省の委託事業として実施中の異状

死死因究明支援事業検証事業では、過去

の全国民の死因情報を地図上に表示させ、

死因別などの分布状況を補足できるしく

みが検討されているところであるが、今

後、死亡診断書(死体検案書)が電子的に

提出できるようになれば、このしくみと

連動させることにより、公衆衛生上、重要

な意味をもつ死因の分布などを、これま

でとは比較にならないほど早くに発見し、

対応することも可能になるものと思われ

る。 

 

ⅳ 死亡診断書（死体検案書）の電子

的提出の実用化の検討 

死亡診断書（死体検案書）の電子的提出

においては、本研究を開始した平成 26年

度よりその必要性について議論してきた

が、平成 30年度においては、研究班会議

にて、令和元年 5 月に成立した「情報通

信技術を活用した行政の推進等に関する

法律（デジタル手続き法）」について関係

省庁から説明を受けたことによって、よ

り具体的に議論を進めることとなった。

政府による「デジタル・ガバメント実行計

画」の主要施策の一つである「複数手続の

ワンストップでの処理」では、引っ越し、

介護に加え「死亡・相続」のワンストップ

サービスがあり、自治体が構築するワン

ストップサービスは、国民（住民）の利便

性を高めるもので、死亡者の遺族に医師

が発行する死亡診断書（死体検案書）は、

直接的な関連性が見られないように思わ

れるが、実際に医師が作成する文書で自

治体に関わる書類は数多くあり、介護に

関する主治医意見書をはじめとして、「障

害者自立支援法に関する医師意見書」「生
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活保護の医療要否意見書」「予防接種法に

おける受診票・予診票」「感染症法による

届出」等があげられる。 

なかでも、「死亡・相続」のワンストッ

プサービスの一環として、死亡診断書（死

体検案書）の電子化と自治体への電子提

出が検討されている。医師から電子的に

作成した死亡診断書（死体検案書）を、ICT

を使用して自治体へ提出することで、死

亡届の未提出による年金の不正受給等の

抑止になるだけではなく、死亡情報のデ

ータ化により死因統計等も作成しやすく

なる。 

政府情報システムにおいては「クラウ

ド・バイ・デフォルト原則」のもとにクラ

ウドサービスの利用を第一候補として検

討が行われていることを踏まえ、死亡診

断書（死体検案書）の電子化は、クラウド

システムの利用を前提とすることが現実

的と考えられた。 

このようなことから、今年度はさらに

実用化に向けて具体的な議論を進め、電

子化の意義と実証に向けた検討を行った。

すでに平成 30年度研究において、死亡診

断書（死体検案書）の電子提出を実現する

ための技術的要件について次のような考

察を行っている。 

クラウドサービスを用いて死亡診断書

（死体検案書）を作成する場合、重要なポ

イントは、サービス利用者が実際に死亡

診断を行った医師本人であることであり、

これを担保するためには、クラウドサー

ビスへのログインに HPKI（保健医療福祉

分野の公開鍵基盤（Healthcare Public 

Key Infrastructure）の略称。厚生労働

省が所管する医師を始めとする 26 個の

医療分野の国家資格を証明することがで

きる仕組み。）にて認証を行うことが挙げ

られる。HPKI ログイン認証は日本医師会

が発行する医師資格証によるログイン認

証が望ましいが、死亡診断書（死体検案

書）自体は医療事務補助者が医師の指示

のもとに代行入力し、医師が署名する場

合があるため、他の方法（PKI 等）により

ログインする仕組みも必要となる。 

 また、死亡診断書（死体検案書）は医師

の署名が必要な文書なので文書ファイル

にせよ、データにせよ HPKI 電子署名が必

要となる。病院等は入院患者の特質上、提

出先が広域に渡るためすべての自治体が

参加する必要がある。 

 さらに、医師が交付した死亡診断書（死

体検案書）を受け取り、死亡届を市町村役

場に提出する遺族についても、クラウド

サービスを用いるにあたり本人性の確認

手段を検討する必要があるが、たとえば、

マイナンバーなどの仕組みと組み合わせ

ることによって、オンラインでの本人確

認は実現できるものと思われる。 

以上の諸要素を考慮すると、クラウド

システムに必要な機能としては、電子提

出先の自治体への送付通知を送信する仕

組みも含め、過渡期の対応を考慮し次の

４つが挙げられる。 

①クラウドシステムに直接入力する場

合の入力フォーム：クラウドシステ

ムを利用して、死亡診断書（死体検案

書）情報を Web フォームに直接入力

する。病院等外部ネットワークとの
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接続に制限のある医療機関も数多

くあり、参加できない医療機関も

発生する。 

②PDF 形式等により作成された文書

のアップロード：電子カルテ等か

ら死亡診断書（死体検案書）を PDF

等で出力し、クラウドシステムに

アップロードする。電子カルテや

その他のソフトウェアで死亡診断

書（死体検案書）を作成している病

院等を考えると必須要件と考える。

病院等で外部ネットワークに接続

できる端末は限られており、外部

ネットワークに接続されている端

末からの、電子署名された電子診

断書ファイルやデータアップロー

ドの仕組みも必要となる。死亡診

断書（死体検案書）のデータ化は、

サーバー側での OCR 処理でテキス 

ト抽出等を行う。 

  ③標準化されたデータ形式：データ

集計のための標準的データ形式

を定め、死亡診断書（死体検案書）

作成支援ソフト等の機能を活用

したうえで、ローカル PC にてデ

ータを作成しクラウドシステム

にアップロードする。例えば、標

準的データ形式は「CDA(Clinical 

Document Architecture 

Release2)データ形式」（2006 年度

厚生労働科学研究補助金特別研

究事業「医療機関等が主に対外的

に交付するために作成する書類

の電子化の様式に関する包括的

調査研究」）をメンテナンスして

標準データフォーマットとして

利用することが可能である（詳細

は次項「1-2. 死亡診断書（死体

検案書）作成支援ソフトの開発」

の今年度の追加機能にて後述す

る）。 

④手書きによる文書のアップロー

ド：手書き・印刷された死亡診断

書（死体検案書）をスキャナ等で

電子化しクラウドにアップロー

ドする。手書きまたは紙に印刷さ

れた死亡診断書（死体検案書）を

スキャナ等で電子化し、クラウド

にアップロードする場合、死亡診

断書（死体検案書）のデータ化は、

アップロードされたファイルを

参照し、手入力でデータ化を行う。 

今年度研究においては上記③の実践に

関連した「死因究明のためのデータ化」

と、②を基本的な仕組みとした「自治体提

出用電子ペーパー」の 2 つのアプローチ

から死亡診断書（死体検案書）の電子化に

ついて検討した。「自治体提出用電子ペー

パー」については、後の考察部分にて述べ

るが、死亡診断書（死体検案書）を PDF に

て出力し医師資格証を用いて HPKI 電子

署名を付与することで電子死亡診断書

（死体検案書）とすることが可能となる

ものである。 

「死因究明のためのデータ化」の運用

は以下の通りである。死亡診断書（死体検

案書）は従来通り紙で発行し、統計用デー

タは別途作成したものを「認定匿名加工

医療情報作成事業者」等へ提出すること

により、生前の病歴データとの突合分析

が可能となり、死因統計の精緻化を図る

ことが可能になる。「CDA データ形式」は
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電子記述の国際的標準規格であり、死因

情報の利活用という観点からも、サーバ

ー内での集計がしやすく、データ抽出が

容易であることからも、今年度の死亡診

断書（死体検案書）作成支援ソフト

（「Deidamia」）の開発項目として、「CDAデ

ータ形式」を、標準的データ形式として実

装を試みた。 

  

1-2. 死亡診断書（死体検案書）作成支援

ソフトの開発 

平成26年度研究では現行の死亡診断

書（死体検案書）を電子的に作成できる

ソフトウェアの開発に着手することと

し、現行の書式にもとづいた死亡診断書

（死体検案書）の作成には実用上ほぼ問

題のないレベルでの試作版を完成する

ことができた。このソフトウェアは、「D

iedAi」と命名され、日医標準レセプトソ

フト（ORCA）と連携する、紹介状作成支

援ソフト「みかん」などと連動させるこ

とにより、さらに拡張性に優れた運用が

可能となるよう設計されている。 

 このような試作版をもとに、平成27年

度の研究では、文書作成の人為的ミスや

統計死因入力ガイダンス機能を追加実

装することとした。これにより、文書作

成時の人為的ミスの回避とともに、作成

する医師の負担軽減も図られる効果が

期待された。また、死亡診断書（死体検

案書）における情報の活用の側面からも、

死因に関する統計の作成を支援する機

能を新たに追加した。 

平成28年度の研究では主に、運用面で

問題となっていた一般のコンピュータ

で扱えない戸籍統一文字への対応を主

眼に置き、書類が行政に速やかに受理さ

れ、書類作成時の医師の負担を軽減する

ことを可能とした。 

平成29年度は、平成30年度からの介護

医療院の創設に伴って改訂された死亡

診断書（死体検案書）の様式に対応し、

様式テンプレートや入力画面における

注意喚起の機能を追加した。 

そして、平成30年度は、主に、研究班

会議で問題提起された、妊婦の死亡原因

について正しい統計収集を行うための

妊娠に関するチェック項目機能を実装

した。まず、チェック項目のための入力

フォームを作成し、画面遷移に使用する

メニューに「産科的原因」を追加した。

入力画面上の「入力内容を『その他特に

付言すべきことがら』に転記する」にチ

ェックを入れると、死亡診断書（死体検

案書）の「その他特に付言すべきことが

ら」へ自動転記され印字が可能となる。 

また、HELP機能には平成31年度版死亡

診断書（死体検案書）記入マニュアルを

連動させた。さらに、5月からの新元号に

対応してプログラムを改修し、「Window

s Update」で提供されるモジュールに対

応するようにしたため、5月1日以降は、

例えば、「Ｒ010501」「r010501」「501

0501」と入力したものについては「令和

1年5月1日」と表示される。 

死亡診断書（死体検案書）作成支援ソ

フト（「DiedAi」）では死亡診断書（死

体検案書）とともに、死亡届も出力が可

能であるが、改元対応に関連し、死亡届

の元号記載箇所についても新元号の記

載となるよう改修を行っている。 
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以上が、平成30年度研究までの死亡診

断書（死体検案書）作成支援ソフト（「D

eidAi」）の主な追加機能であるが、令和

元年度研究においては、前述した「死因

究明のためのデータ化」についての検討

結果を受けて、作成画面に［CDA出力］ボ

タンを追加した。過去に作成した診断書

データを選択して、CDAデータ形式での

出力が可能となり、データ確認用とし

て、データを診断書様式で表示するため

のスタイルシートも同時に出力するこ

とができる。 

この機能を使えばCDAデータ形式を作

成しクラウドシステムにアップロード

することによって死亡診断書（死体検案

書）の電子的提出が可能となり、また、

「DeidAi」の統計用データとしての活用

も可能となる。 

【統計データ作成画面】 

【出力された CDA データの一例】 
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一般的に死亡診断書（死体検案書）を

発行するうえでは問題なく動作するこ

とが確認できているが、一部、今後解決

すべきCDA実装の課題として以下の点が

挙げられる。 

・死亡原因となる病名のコード体系 

・発病（発症）又は受傷から死亡までの

期間の単位コード(例えば 1 年 3 ヶ月

などの場合) 

・死亡原因「（エ） （ウ）の原因」が複

数病名を持つ場合の記述方法 

・手術のコード体系 

・手術の部位を特定する方法およびコー

ド体系 

・解剖の所見が複数行に跨る場合の記述

方法 

・妊娠・分娩時における母体の病態又は

異状のコード体系 

・妊娠・分娩時における母体の病態又は

異状が「不詳」の際のnegationIndの値

(true/false)  

【出力された［CDA標準データ］を死亡診断書の様式で確認するためにスタイルシートで表示したもの】 
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次に、死亡診断書（死体検案書）の具

体的な書式を議論するうえで意見のあ

ったCDRについての所見欄について追加

をし、コンテキストメニューの変更を行

った。 

 

また、HELP機能には令和2年度版死亡

診断書（死体検案書）記入マニュアルを

連動させた。加えて、初期登録傷病名マ

スターを20200401版へ差し替え、死亡の

原因の入力時に、病名検索画面で使用す

る傷病名マスターを令和2年4月1日に公

開された「傷病名マスター」に変更した。 

以上が今年度研究における死亡診断

書（死体検案書）作成支援ソフト(「Die

dAi」)の主な追加機能である。プログラ

ムや詳細なマニュアルについては、日本

医師会ORCA管理機構のWebサイトhttps:

//www.orca.med.or.jp/diedai/にて、公

開されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、現在「DiedAi」の無料版ダウン

ロード数は累計で1,400件を超えている。

有料版については現時点では約60件で

あるものの、利用者の提出先である市区

町村毎の様式（欄外記載等）に合わせて

プログラムの設計を行ったり、機能追

加・様式変更・戸籍文字フォント・病名

マスター更新等がオンライン上でアッ

プデート可能になったりするなど、利用

者の使い易さを優先させた仕様となっ

ている。 
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２. 基本的な検案の能力を維持・ 向上

するための教材の開発～死亡時画像診

断（Ai）におけるe-learningシステムの

開発 

  

 平成26～28年度研究に引き続き、検案

における死亡時画像診断の活用を進め

るため、医師が自らパソコンを利用して

Ai画像に特有の所見を学習することが

できるよう、e-learning教材の開発を進

めた。 

 まず、平成26年度に20症例をe-learni

ngシステムに掲載し、平成27～30年度に

は、それぞれ、５～６症例を追加してい

る。令和元年は効果的な学習が期待でき

る教育的症例を念頭に、新たに小児死亡

事例に対する死亡時画像診断のモデル

事業で得られた５症例を加え、計46症例

の学習を可能とした。 

 これら46症例の概要は次のとおりで

ある。 

1.大動脈解離 

2.腹部大動脈瘤破裂 

3.心筋梗塞による心破裂 

4.上行大動脈解離、心タンポナーデ 

5.腹部大動脈瘤破裂 

6.くも膜下出血 

7.転落による多発外傷 

8.交通事故による多発外傷 

9.外傷性大動脈損傷 

10.頸椎脱臼骨折 

11.腹痛・下血後ショックとなり死亡 

12.腹痛・下血後ショックとなり死亡 

13.腹痛・下血後ショックとなり死亡 

14.自宅での突然死症例(くも膜下出血) 

15.大動脈解離 

16.腹部大動脈・腸骨動脈瘤破裂 

17.腹部大動脈瘤破裂 

18.慢性心不全患者の突然死 

19.交通事故による外傷死 

20.心タンポナーデによる死亡 

21.先天性間質性肺疾患、Leigh脳症をき

たす一群のミトコンドリア病、うつ

伏せによる病態悪化・突然死 

の可能性 

22.ウイルス性感染疑い 他 

23.頭頚部の異常、両側肺の低形成、染色

体異常の可能性 他 

24.先天性心疾患（ASD）に起因する心不

全 

25.急性膵炎の疑い、生前の誤嚥性肺炎・

肺感染症などの存在、うつ伏せによ

【e-learning 掲載画面の一例】 
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る低換気の可能性、呼吸・嚥下調節の

異常の存在の懸念 他 

26.胎児母体間輸血症候群による浮腫の

可能性 

27.ミトコンドリア異常症、死戦期の急

性左心不全の変化の疑い 

28.出血性膀胱炎による急性尿毒症かシ

ョックによる死亡の疑い 

29.ロタウイルス感染性胃腸炎から高度

の脱水、循環不全から心停止、高度

の低酸素虚血性脳損傷を来し、生命

維持が困難となった可能性 

30.縊頚による自殺 

31.間質性肺水腫相当の状態、肺血管の

異常（疑い）、貧血（疑い）などが

同時に作用し生命維持が困難となっ

た可能性 

32.難治性てんかん 

33.肺胞の拡張ができなかったことによ

る呼吸不全、ホルモンの異常による

代謝異常、副腎酵素欠損症などの可

能性 

34.肺低形成による呼吸不全 

35.風呂溺水、てんかん 

36.肺出血、肺高血圧症、心不全など 

37.心不全・心原性の肺水腫の可能性、   

18トリノミ―に整合する形態的特徴

あり 

38.外傷性変化なし、出血性疾患なし、

生命維持を困難とするような脳、気

管・気管支、腹部臓器の異常なし 

39.外傷性変化、頭蓋内出血、骨折等の所

見なし。窒息や先行感染の可能性、殺

鼠剤誤嚥による肝障害等の可能性 

40.腸炎に関連した脳炎、脳症発症の可

能性 

41.脳ヘルニア、脳幹圧迫から呼吸等に

重篤な障害を与え、生命維持が困難

となった可能性。終末期の多臓器不

全（心不全、腎不全、肝不全等）の状

態 

43.心筋壊死による心不全に加え、脳幹

部を含めた広汎な脳障害、両側腎の

強い萎縮などにより生命維持が不可

能となった状態 

44.腫瘍の脳幹浸潤、広汎な髄液播種等に

e-learning 掲載画面に令和元年度追加した 5症例 
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より脳幹機能が失われたことによる

死亡 

45.肺うっ血、肺炎等による呼吸不全の急

速な進行が死因となった可能性 

46.不詳の内因死。胃内の高吸収は異物や

薬物の可能性、 肝腫大の可能性あり 

47.心筋壊死、心筋梗塞による心不全の可

能性 

※以上の通し番号はe-learning教材のもの
と同一であり、症例42について掲載してい
ないことは、e-learning教材において公表
していないことによる。 

 

なお、これらの症例については、場所

を問わず学習しやすいよう、日本医師会

のホームページ上の「医療安全・死因究

明」のコーナーhttp://www.med.or.jp/d

octor/anzen_siin/siin/003770.htmlか

らリンクを通じて、閲覧可能な仕組みと

している。 

 

 

３. 検案に際して行われる検査の費用

や検案書発行料の費用負担の在り方の

検討  

 

検案行為に対する費用は、平成26・28

年度研究における調査においても明ら

かになったとおり、全国の基準にバラつ

きがある。医師会等で基準を設けること

が困難な状況ではあるが、死因究明等推

進基本法が成立し、死因究明等推進本部

のもとに議論の場ができることから、公

的な基準にもとづいた料金統一へ向け

た検討も可能と思われる。 

今年度の研究班会議においては、昨年

度、検案料の具体的な料金設定について

検討する際に提示した料金基準算定の

ためのたたき台の図式を改めて見直し、

図Ａとして示した。 
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主な見直しの点としては、「検案費用」

の中の薬毒物検査器具や感染防御につ

いては警察が準備することがあるため、

具体的な費用は発生しないのではない

かという指摘、また、死亡時画像診断（A

i）においては、CT撮影料と別建てで読影

料がかかる場合があるとの点である。 

最終的には本研究で具体的な算定根

拠を検討し提案することと併せて、国に

ある程度、全国で統一された費用策定を

求めることによって、国から料金基準が

示されることを目指してはどうかとい

う結論に至った。 

 
 
 

Ｄ.考察 

 

１．様式を含めた死亡診断書（死体検案

書）の制度の在り方全体についての検討 

および死亡診断書（死体検案書）作成支

援ソフトの開発 

 

1-1. 様式を含めた死亡診断書（死体検

案書）の制度の在り方全体についての検

討 

死亡診断書と死体検案書を「死亡証明

書（仮称）」として一本化することを提

案するうえでは、積極的な理由を明示し、

実例の調査や法改正の面から、実現可能

であるかどうか慎重に検討する必要が

ある。海外では死亡証書として一本化さ

れている事例もあるようなので、今後海

図Ａ 検案料支払い基準の検討（令和元年度版） 
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外事例についても調査を行い、どのよう

な利点があるかどうかを明確にしたう

えで、提案の根拠を明らかにする必要が

あると考えられた。 

書式欄の具体的な見直しについては、

以前から議論となっている、文書の元号

の問題、つまり今後、西暦と和暦を併記

してはどうかについて議論がなされた。

そこで国の統一的なルールを知るため

にも、公文書における現状を整理する必

要がある。 

この他、今後「遠隔死亡診断」を利用

した死亡診断書の発行数が増えてきた

際に備え、項目を新設すべきかどうか、

また、患者の生前の診療行為と紐づけす

るうえで、ＩＤ的な番号欄が必要になる

のではないかとの意見もあった。 

 

1-2. 死亡診断書（死体検案書）作成支援

ソフトの開発 

平成26年度より開発を着手した死亡

診断書（死体検案書）作成支援ソフト（「D

iedAi」）は、機能追加を重ね、最終的に

は「DiedAi」を利用することにより、死

亡診断書(死体検案書)の作成における

作業の省力化が図られ、結果として不正

確な診断書の発行を回避することが可

能になったと考えられる。 

 今年度は、「DiedAi」の追加機能とし

て主にCDRの所見を追加したことに加え、

死亡診断書（死体検案書）の電子的提出

の実現を見据え、クラウドシステムを利

図 B 電子処方箋のスキーム 



 

- 22 - 
 

用するうえで必要な機能の実例として、

まずはCDAデータ式出力機能も実装した。 

 次に、もう一つの電子化におけるアプ

ローチである「自治体提出用電子ペーパ

ー」について、その概要と問題点を以下

に考察する。 

「DiedAi」では日本医師会電子認証セ

ンターにて発行している医師資格証（IC

カード）を使ったHPKIの電子署名をPDF

ファイルに署名し、死亡診断書（死体検

案書）をPDFで出力して、それに電子署名

を行うという機能をすでに持っており、

それらのデータのアップロードについ

ても対応は可能であるが、それらを自治

体に提出する際の最大の問題点は以下

の通りである。 

・提出先の自治体が決まっていない。

（死亡地または居住地の自治体等） 

・遺族が直接提出しない場合が多い。

（葬祭業者に申請代行を依頼等） 

この問題の解決案として、「電子処方

箋の運用ガイドライン」を元に、死亡診

断書の電子提出を検討した。電子処方箋

は患者のフリーアクセスを担保しなけ

ればならず、提出先が固定されていない

死亡届（診断書）の運用に似ている。ガ

イドラインを要約すると、医師は電子処

方箋を「電子処方箋ダウンロードサーバ」

へアップロードし、患者へは「アクセス

コード」と呼ばれる「符号」を交付する。

患者は電子処方箋に対応している薬局

へ「アクセスコード」を提出する。薬局

図 C 死亡診断書の電子提出 
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は「電子処方箋ダウンロードサーバ」へ

アクセスし「アクセスコード」を用いて

ダウンロードするということになる（図

Ｂ参照）。 

このスキームを死亡診断書（死体検案

書）に当てはめると、医師は電子死亡診

断書（死体検案書）を作成し、「電子死

亡診断書ダウンロードサーバ」へアップ

ロードし、遺族に対し「アクセスコード」

を発行する。遺族が死亡届を自治体へ直

接提出する場合、死亡届に「アクセスコ

ード」を添付して火葬許可申請を行う。

葬祭業者等の申請代理事業者へ依頼す

る場合は、死亡届に「アクセスコード」

を添付して申請を依頼することになる。

この場合、自治体が「電子死亡診断書ダ

ウンロードサーバ」への接続が必要にな

る。 

自治体がワンストップサービスシス

テムを導入しており、電子提出が可能な

状況にある場合、また、「電子死亡診断

書ダウンロードサーバ」とマイナポータ

ルを連携することにより、遺族はマイナ

ポータル経由で死亡診断書（死体検案書）

をダウンロードしたり、「アクセスコー

ド」を添付することにより保険金請求等

様々な申請作業を電子的に行ったりす

ることが可能になる。統計データの提出

を含めた全体像を図Ｃとして示す。 

自治体においては住民の利便性向上

につながる各種業務の効率化が求めら

れており、各種申請書類の電子化は避け

て通れない。システム要件は前述のごと

く構築できるが、運用面での課題の洗い

出しが必要になってくる。これらは、実

運用に向けた実証実験を行うことによ

り解決することが有効と考えられる。 

本システムを構築できた場合は、医療

機関と患者（国民）と自治体と民間事業

者に関する様々な申請文書の電子化が

可能になる。今後は、政府及び地方自治

体が中心となって、システムの開発や診

断書の活用などについては民間事業者

の協力も得つつ、オンライン上での死亡

手続き実証実験に取り組むことが期待

される。 

本研究班としては、今後も死因究明上

の根拠となる医学的所見を明らかにす

るための死亡診断書（死体検案書）のあ

るべき様式を提案し、これを電子的な提

出方法の推進と結びつけることは、技術

的にも法的にも解決すべき点が多々見

受けられるものの、引き継続き研究を遂

行することによって死因究明施策の推

進に資するものと考えられる。 

  

 

 

２. 基本的な検案の能力を維持・ 向上

するための教材の開発～死亡時画像診

断（Ai）におけるe-learningシステムの

開発 

 

  平成26年度からe-learningシステム

を逐次充実整備させてきたが、症例数を、

次年度以降も順次増やしていくととも

に、引き続き小児の事例については、当

初の計画に従って、優先的に教材化を進

めていきたいと考えている。 

 Child Death Review（CDR）は、成育

基本法の成立により、わが国での推進に

期待が寄せられている。実際に2022年度
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にも、厚生労働省は、18歳未満の子ども

について原則、全死亡例を収集・検証す

るCDRを全国で導入する方針を決定した

（『読売新聞』2020.1.17朝刊）。 

小児のAiについてはあまり活用状況

がない地域もあり、特に病院側がデータ

提供に対して消極的な面があり、院内の

承認、家族の了承を取る必要性等、病院

として参加しにくいという点がある。 

現在、日本医師会が厚生労働省の委託

事業として実施中の小児Aiモデル事業

は現時点で100例ほど集積されている状

況であり、小児であることからCTの撮像

の条件においてもまだ改善の余地があ

る事例が多くある。もっとも重要なポイ

ントとしては、頭の上から足の下まで全

身を撮影すること、また照射の放射線の

量などが生きている方とは全く条件が

異なるため、特に撮影においては、わか

りやすい撮像のマニュアルを作成し、そ

れを足がかりに、さらに詳細なマニュア

ルの作成に結び付けてはどうかという

試みも進められており、本研究班の活動

との連携によりさらなる効果が期待さ

れている。 

 

  

３. 検案に際して行われる検査の費用

や検案書発行料の費用負担の在り方の

検討 

 

今年度は、昨年度提示した、検案書発

行料について一定の基準のたたき台の

見直しを行い、改めて検案料を策定する

うえでの基本的な考え方の整理、認識の

共有を行った。今後はより具体的な算定

根拠と料金を提示するためにも例えば、

診療報酬上の保険点数を参考にして具

体的な価格を算定することも方法とし

て考えられる。一方で、技術料を細かく

示すよりは、ある程度の算定根拠を示し

つつ、国に対し、とにかく全国に画一的

な料金基準の提示を求めることを目指

す方法も考えられる。 

この他、検案の費用以外のテーマでは

あるが、検案に関わる医師、警察に協力

する医師の待遇という重要な問題があ

る。例えば検案中に事故に遭遇した場合

の保険や補償の実態がどうであるかと

いった検案医の身分保障等についても、

依然として地域によってまちまちであ

るといった、問題点の多い状態であるた

め、今後、死因究明等推進本部での会議

においての議論を念頭に研究を重ね、積

極的に提言をしていくことを検討した

い。 

 

 

 

Ｅ.結論  

今後、死因究明等推進基本法の施行に

伴い、死因究明等推進本部の設置及び新

たな死因究明等推進計画の検討がなさ

れる見込みであるが、本研究においても、

これまでの研究成果を踏まえ、政策立案

に資する提言を試みたい。 

 

 

 

Ｆ. 健康危険情報 

なし 
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Ｇ. 研究発表 

1. 論文発表 

とくになし 

 

2. 学会発表 

  とくになし 

 

 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況

（予定を含む。） 

なし 


